
第２ 介護保険事業の概要 
 

介護保険事業の概要 説明図表番号 
１ 介護保険法の制定の経緯 

我が国における高齢者の介護については、 

① 高齢化の進展に伴い寝たきりや認知症といった高齢者の増加、介護期間の長

期化等、介護ニーズの増大が見込まれていたこと、 

② 核家族化、介護する家族の高齢化、少子化の進展等により、高齢者の介護が

家族にとって、身体的にも精神的にも大きな負担となっていたこと、 

などを背景として、新たな制度の整備の必要性が指摘されていた。 

こうした状況を踏まえ、厚生省（当時）の老人保健福祉審議会等における調査

審議を経て、平成８年 11 月、第 139 回国会に介護保険法案が提出され、９年 12

月に成立し、一定の周知期間を経て、12 年４月１日から介護保険制度が発足した。 

 

２ 介護保険制度の概要 

(1) 保険者及び被保険者 

介護保険の保険者は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）とされている（介

護保険法（平成 9年法律第 123 号）第３条第１項）。 

また、被保険者は、 

① 市町村の区域内に住所を有する 65 歳以上の者（以下「第１号被保険者」

という。）、 

② 市町村の区域内に住所を有する 40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者（以

下「第２号被保険者」という。） 

とされている（同法第９条）。 

 

(2) 介護保険給付の内容 

介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(注)に関し、必要な保険

給付を行うものである（介護保険法第２条第１項）。 

（注） 要介護状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の

日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、継続して、常時介護を要す

ると見込まれる状態をいう（介護保険法第７条第１項）。  

要支援状態とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等

の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について継続して常時介護を要

する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態又は

身体上若しくは精神上の障害があるために継続して日常生活を営むのに支障があると

見込まれる状態をいう（同条第２項）。  

 

この保険給付には、要介護状態に関する保険給付である介護給付と、要支援

状態に関する保険給付である予防給付がある（同法第 18条第１号及び第２号）。 

ただし、第２号被保険者については、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因

図表１～５ 
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する疾病を原因として、要介護状態又は要支援状態にある者について保険給付

を行うこととされている（同法第７条第３項第２号及び第４項第２号）。 

 

(3) 介護サービスの種類 

介護保険制度における保険給付の対象となる介護サービスの種類は、介護給

付サービス（図表１）と予防給付サービス（図表２）に大別される。 

さらに、介護給付サービスは、 

① 居宅サービス 

② 施設サービス 

③ 地域密着型サービス 

④ 居宅介護支援 

の４つに区分されている。 

 

予防給付サービスは、 

① 介護予防サービス 

② 地域密着型介護予防サービス 

③ 介護予防支援 

の３つに区分されている。 
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図表１ 介護給付サービスの種類 

 
（注）厚生労働省の資料に基づき当省が作成した。 
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図表２ 予防給付サービスの種類 

 

（注） 厚生労働省の資料に基づき当省が作成した。 

 

(4) 要介護等認定 

介護保険法第 19 条第１項に基づき、介護給付を受けようとする被保険者は、

要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態の区分について、市町村

の認定（以下「要介護認定」という。）を受けなければならないとされている。

また、同条第２項に基づき、予防給付を受けようとする被保険者は、要支援に

該当すること及びその該当する要支援状態の区分について、市町村の認定を受

けなければならないとされている。 

これらの認定（以下「要介護等認定」という。）は、介護保険法第 27 条及

び第 32 条各項の規定に基づき次のように行うこととされている。 
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① 市町村の職員又は市町村から委託を受けた事業者（指定市町村事務受託法

人）に雇用されているケアマネジャー等が、要介護等認定の申請者の心身の

状況などに関する調査（以下「認定調査」という。）及び主治医意見書(注)

に基づくコンピュータ判定（一次判定）を行う。 

（注） 「主治医意見書」とは、要介護等認定に必要な書類で、本人の心身の状態や介護

に関する意見等について、主治医の所見を記したものである。 

② 市町村に設置される介護認定審査会（保健・医療・福祉の学識経験者によ

り構成）が、一次判定の結果等に基づき審査し、判定（二次判定）を行い、

その結果に基づき市町村が介護又は支援の必要性及びその状態区分を決定

する。要介護又は要支援（以下「要介護等」という。）の状態区分について

は、その程度に応じて、図表３のとおり、軽度のものから要支援１、要支援

２、要介護１から要介護５のいずれかに決定される。 

 

図表３ 要支援状態区分及び要介護状態区分の内容 

区分 内容 

要支援１ 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満である状態又はこ

れに相当すると認められる状態 

要支援２ 要支援状態の継続見込期間にわたり継続して常時介護を要す

る状態の軽減又は悪化の防止に特に資する支援を要すると見込

まれ、要介護認定等基準時間が 32 分以上 50 分未満である状態又

はこれに相当すると認められる状態 

要介護１ 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満である状態又はこ

れに相当すると認められる状態で要支援２に該当しない状態 

要介護２ 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満である状態又はこ

れに相当すると認められる状態 

要介護３ 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満である状態又はこ

れに相当すると認められる状態 

要介護４ 要介護認定等基準時間が 90 分以上 110 分未満である状態又は

これに相当すると認められる状態 

要介護５ 要介護認定等基準時間が 110 分以上である状態又はこれに相

当すると認められる状態 

（注）１ 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平

成 11 年厚生省令第 58 号）に基づき当省が作成した。 

２ 要介護認定等基準時間とは、認定調査の結果から、被保険者に対して行われる「入

浴、排泄、食事等の介護」、「洗濯、掃除等の家事援助等」、「徘徊に対する探索、不潔

な行為に対する後始末等」、「歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練」、「輸液の管理、

じょく瘡の処置等の診療の補助等」に要する１日当たりの時間として推計される時間

である（同省令第３条）。 

 

なお、要介護等認定の有効期間は新規の認定の場合、原則６か月とされてお

り、有効期間の満了後においても要介護等の状態に該当すると見込まれるとき

には、要介護等認定の更新の申請をすることができることとされており、その

際の有効期間は原則 12 か月である(介護保険法第 28 条第１項及び第 10 項、第

33 条第１項及び第６項並びに同法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）第

38 条第１項第２号、第 41 条第２項、第 52 条第１項第２号及び第 55 条第２項)。 

③ 認定調査の調査項目並びに一次判定及び二次判定の実施方法等について、
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厚生労働省は、「要介護認定等の実施について」（平成 18 年３月 17 日付け

老発第 317001 号各都道府県知事あて厚生労働省老健局長通知）等により都

道府県を通じて市町村に示している。 

介護保険制度の発足後、認定調査の調査項目等が的確でないため、要介護者

等の実態を正確に反映していないとの指摘がなされており、これを受け、厚生

労働省は過去数度にわたりその改善を図ってきている。厚生労働省は、平成 18

年度から認定調査の調査項目等の見直しを行っており、20 年度には試行的に新

たな一次判定ソフトを用いて審査判定を実施することとしている（21 年度から

本格的に実施する予定）。 

 

(5) 介護サービス計画等の作成 

介護保険においては、利用者自らが介護サービスの内容を選択し、決定する

仕組みとなっている。 

このような利用者の自己決定を支援するため、都道府県知事は、介護サービ

スに関する情報の提供を行うこととされている（介護保険法第 115 条の 29）。 

利用者は、居宅サービスを利用する場合には、自己の心身の状況や希望等を

勘案して、①利用する居宅サービスの種類や内容を定めた居宅サービス計画の

作成及び②介護サービス事業者等との連絡調整について、自ら行うほか、これ

らを居宅介護支援事業者（実務的にはケアマネジャー（注）が行う。）に、依頼

することができる。 

（注） ケアマネジャーになるためには、都道府県が実施する介護支援専門員 実務研修受講

試験に合格し、かつ、都道府県が実施する実務研修を修了後、当該都道府県へ申請し、

登録を行い（介護保険法第 69 条の２第１項）、介護支援専門員証の交付を受ける必要

がある（同法第 69 条の７。） 

平成 10 年度から 19 年度までの間のケアマネジャー実務研修受講試験合格者数の累

計は、約 43 万 3,000 人となっている。 

 

一方、施設サービスを利用する場合には、施設サービス計画の作成を利用者

自らが行うことはできず、施設のケアマネジャーが行うこととされている。 

また、介護予防サービスを利用する場合には、介護予防サービス計画の作成

及び事業者等との連絡調整は、平成 17 年の法改正により新たに創設された地

域包括支援センターが行うこととされている（同センターの創設については、

後記３(3)イ参照）。 

介護予防サービス計画の作成等に係る費用は、介護保険から全額給付され

る。 

 

(6) 介護サービスの介護報酬額（介護報酬支給限度額） 

介護サービスを提供した介護サービス事業者に対して支給される介護報酬

については、図表４のとおり、介護サービスの種類ごと要介護等の状態区分に

応じて上限として介護報酬支給限度額が設けられている。 
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図表４ 要介護等の状態区分別の介護報酬支給限度額 

 サービスの種

類 

区 分 

居宅サービスにおける支

給限度額 

施設サービス（介護福祉

施設（多床室）の例）に

おける支給限度額 

要支援１  4,970 単位／月 － 

要支援２ 10,400 単位／月 － 

要介護１ 16,580 単位／月 19,170 単位／月 

要介護２ 19,480 単位／月 21,300 単位／月 

要介護３ 26,750 単位／月 23,400 単位／月 

要介護４ 30,600 単位／月 25,530 単位／月 

要介護５ 35,830 単位／月 27,630 単位／月 

（注）１ 「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分

支給限度基準額」（平成 12 年厚生省告示第 33 号）及び「指定施設サービス等に

要する費用の額の算定に関する基準」（12 年厚生省告示第 21 号）に基づき当省

が作成した。 

２ 介護福祉施設サービス費（多床室）については、日単位で定められているが、

居宅サービスと比較するために、当省が月単位（単位／日×30）に換算したも

のである。 

３ １単位は 10 円～10.72 円（地域やサービスにより異なる。）である。 

       ４ 居宅サービスのうち、居宅療養管理指導、特定福祉用具販売及び住宅改修費

の支給については、前記の限度額とは別枠でサービスを受けることができる。 

         また、特定施設入居者生活介護については、前記の限度額は適用されず、別

途、報酬支給基準が定められている。 

 

(7) 介護給付費の負担 

介護給付等に必要な費用（以下「介護給付費」という。）については、その

総額からサービス利用時の利用者負担（総費用の 10％）を除外した額（総費用

の 90％）のうち 50％（総費用の 45％）が公費により賄われる。 

また、残りの 50％（総費用の 45％）については、被保険者の保険料により

賄われる。 

 

ア 公費負担 

公費負担分は、国、都道府県及び市町村がそれぞれ負担することとされて

おり、その負担割合は、総額から利用者負担を除いた費用の 50％について、 

① 居宅サービスのうち特定施設入居者生活介護、施設サービス及び、介護

予防サービスのうち介護予防特定施設入居者生活介護については、国が

20％、都道府県が 17.5％及び市町村が 12.5％、 

② 前記①以外のサービスについては、国が 25％、都道府県及び市町村がそ

れぞれ 12.5％ 

とされている(注)（介護保険法第 121 条、第 123 条、第 124 条等）。 

(注) 国の負担割合には、調整交付金（５％）を含む（介護保険法第 122 条）。 
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イ 被保険者負担 

被保険者負担分は、第１号被保険者及び第２号被保険者が負担することと

されており、その負担割合は、それぞれの被保険者総数比に応じて設定され

ている。平成 18 年度から 20 年度までの３年間においては、総額から利用者

負担を除いた費用の 50％について、第１号被保険者全体で 19％、第２号被

保険者全体で 31％となっている。 

 

(ｱ) 第１号被保険者 

第１号被保険者の保険料は、政令で定める基準に従い市町村の条例で定

めるところにより算定された額(注)とされている（介護保険法第 129 条第

２項、同法施行令（平成 10 年政令第 412 号）第 38 条）。 

（注） 市町村は、３年を１期として、各年度における介護給付等対象サービスの種

類ごとのサービス量の見込等を推計し、これに要する費用の予想額等を基に保

険料収納必要額を算定する（介護保険法第 117 条等）。 

算定した保険料収納必要額に、①保険料として賦課する総額に対する、実際

に収納される保険料の見込額の割合や、②当該市町村内の所得段階区分（負担

能力）別第１号被保険者数を考慮して、保険料の基準額を算定し、これを市町

村の介護保険条例の改正によりして設定することとなる。 

 

保険料の徴収方法は、 

① 年金の受給額が年間 18 万円以上の年金受給者については年金からの

天引き（特別徴収）が行われ、 

② それ以外の者については、市町村が個別に徴収する（普通徴収） 

こととされている（介護保険法第 131 条、第 132 条及び第 135 条並びに

同法施行令第 40 条及び第 41 条等）。 

 

(ｲ) 第２号被保険者 

第２号被保険者の保険料は、健康保険制度において、各被保険者の標

準報酬月額に介護保険料率を乗じて算出されており、政府管掌保険の場

合、平成 20 年度の介護保険料率は、1.13％となっている。また、その徴

収方法は、「介護給付費・地域支援事業支援納付金」(注)として、一般の

医療保険料に上乗せする形で各医療保険者から一括して徴収される。各

医療保険者は、徴収した同納付金を社会保険診療報酬支払基金に納付す

ることとされており、同基金は、これを一定の基準に基づき各市町村に

交付する（介護保険法第 150 条、第 151 条、第 152 条、第 153 条及び第

160 条）。 

（注） 「介護給付費・地域支援事業支援納付金」の額は、被保険者１人当たり全国

均一の額に各医療保険の第２号被保険者の数を乗じた額とされている。 

 

ウ 介護給付費の公費負担、保険料負担の内訳及び負担割合 

介護給付費について、国、都道府県、市町村及び被保険者別負担状況を、

平成 20 年度予算ベースでみると、図表５のとおりである。 
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図表５ 介護給付費の公費負担、保険料負担の内訳及び負担割合 

第１号被保険料（平均19％） 12,646億円  

保険料負担（50％） 

      33,279億

円 

第２号納付金（当年度分）（31％） 20,633億円

  国庫（再掲） 4,257億円

国 調整交付金（５％） 3,328億円  

 

 

 

公費負担（50％） 

      33,279億

円 

国（20％ 居宅）  

（15％ 施設等） 11,847億円

   

都道府県（12.5％ 居宅） 

    （17.5％ 施設等） 

 9,784億円

市町村（12.5％） 8,320億円

保険給付費 計   66,559億円  
（注）１ 厚生労働省の資料に基づき当省が作成した（平成 20 年度予算ベース）。 

２ 数字は、それぞれにおいて四捨五入しているため、合計において一致しな

い。 

 

３ 介護保険法の改正の概要 

介護保険法については、介護サービス提供体制の状況、保険給付に要する費用

の状況、国民負担の推移、社会経済の情勢等を勘案し、同法の施行後５年を目途

として、介護保険制度全体を検討し、必要な見直し等を行うこととされていた（同

法附則第２条）。 

このため、厚生労働省は、社会保障審議会介護保険部会において、 

① 制度の持続可能性 

② 明るく活力ある超高齢社会の構築 

③ 社会保障の総合化 

を見直しの基本的視点とし、高齢者の自立支援という制度の基本理念の徹底の観

点から調査審議を行い、平成 16 年７月に、「介護保険制度の見直しに関する意見」

をとりまとめた。その結果を踏まえ、17 年２月、第 162 回国会に介護保険法等の

一部を改正する法律案が提出され、同年６月に成立し、公布された（平成 17 年

法律第 77 号）。 

主な改正内容は、 

① 介護保険の利用者負担の見直し 

② 予防重視型システムへの転換 

③ 新たなサービス体系の確立 

④ サービスの質の確保・向上 

であり、その概要は、それぞれ以下のとおりである。 

 

(1) 介護保険の利用者負担の見直し（平成 17 年 10 月施行） 

平成 17 年１月における介護サービスの利用者数と介護給付費を居宅サービ
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ス利用者と施設サービス利用者の別にそれぞれみると、 

① 利用者数は居宅サービス利用者が約 246 万人（約 76％）と施設サービス利

用者（約 77 万人。約 24％）の約３倍に達している一方で、 

② 介護給付費の割合は、居宅サービス利用者が約 48％、施設サービス利用者

が約 52％ 

となっていた（「介護保険事業報告」（厚生労働省）。平成 17 年１月分）。 

このようなことを踏まえ、居宅サービス利用者と施設サービス利用者の給付

と負担の公平性(注１)及び介護保険と年金の調整(注２)の観点から、介護保険施

設の居住費用と食費が、介護保険の保険給付の対象外とされた（介護保険法第

48 条第 1項）。 

（注）１ 厚生労働省は、従来の制度では、同じ要介護状態の者でも、在宅生活者と施設

入所（入院）者とでは、実質的な費用負担に２倍程度の差があったと説明してい

る。 

２ 同省では、居住費、食費といった基礎的な生活費用は年金制度でカバーされて

いるにもかかわらず、介護保険でも給付対象となっており、両者の重複を調整す

る必要があったと説明している。  

 

(2) 予防重視型システムへの転換（平成 18 年４月施行） 

従来、要介護等の認定区分として、介護の必要性の程度に応じ、要支援、要

介護１から要介護５の６区分を設けていたが、このうち、要支援及び要介護１

の軽度者の大幅な増加並びに軽度者に対する介護サービスが要介護状態の改

善につながりにくいという状況を踏まえ、次のような観点から変更が行われ

た。 

ア 予防給付の見直し 

要介護等状態の軽減又は悪化防止を目的として、従来の要介護等の認定区

分を見直し、新たに設けた要支援１(注１)又は要支援２(注２)と認定された

者に対し、介護予防サービス計画に基づき介護予防サービスを提供する新た

な予防給付が導入された（介護保険法第 8条の２第１項から第 13 項及び第

18 項）。 

（注）１ 従来の要介護等認定（軽度な者から順に要支援、要介護１から要介護５と認

定）において、要支援と認定されていた者 

２ 同様に要介護１と認定されていた者のうち、状態の維持・改善の可能性の高

い者 

 

イ 地域支援事業の創設 

要介護等と認定された者以外の高齢者を対象として介護予防事業等を含

む「地域支援事業」(注)が創設された（介護保険法第 115 条の 38 第１項及び

第２項）。 

（注） 地域支援事業の内容は、介護予防事業（後記Ⅱ２【制度の概要】(2)参照）や総合

相談支援業務、権利擁護業務を内容とする包括的支援事業等を行うものである。 
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(3) 新たなサービス体系の確立（平成 18 年４月施行） 

ア 地域密着型サービスの創設 

従前の「居宅サービス」及び「施設サービス」に加え、高齢者の身近な地

域で、地域の特性に応じて多様で柔軟なサービス提供が可能となる「地域密

着型サービス」が新たに創設された。「地域密着型サービス」の具体的な内

容としては、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護等があり、サービ

スを提供する事業者の指定は各市町村長により行われ、当該市町村内の被保

険者に限り、保険給付によるサービスが受けられることとされた（介護保険

法第８条第 14 項から第 20 項及び第８条の２第 14 項から 17 項）。 

 

イ 地域包括支援センターの創設 

市町村又は市町村から委託を受けた法人を設置主体として、地域における

総合的なマネジメントを担う中核機関として「地域包括支援センター」が創

設された。同センターでは、介護予防サービス計画の作成及び地域支援事業

を行うこととされている（介護保険法第 115 条の 39 第１項）。 

 

(4) サービスの質の確保・向上（平成 18 年４月施行） 

介護サービス事業者等による介護報酬の不正受給が多発したこと等から、指

定居宅サービス事業者等の欠格事由に申請者が指定を取り消されてから５年

を経過しない者であるときなどを追加し、また、６年ごとの指定の更新制を導

入することなどとされた（介護保険法第 70 条、第 70 条の２、第 79 条、第 79

条の２、第 86 条、第 86 条の２、第 94 条及び第 94 条の２）。 

また、ケアマネジャーの専門性の向上を図る観点から、ケアマネジャーの資

格について、５年ごとの更新制とされた（介護保険法第 69 条の８）。 

 

４ 介護保険事業の実施状況 

(1) 要介護等認定者数及び介護サービスの利用者数 

要介護等認定者数は、図表６のとおり、介護保険制度の発足当初である平成

12 年度末には約 256 万人であったが、19 年度には約 451 万人（19 年 11 月末現

在の暫定値）と約 1.8 倍に増加している。 

また、要介護等認定者の増加に伴い、介護サービスの利用者数も増加してお

り、図表６のとおり、１か月当たりのサービス利用者数が平成 12 年度では約

184 万人であったのに対し、19 年度では約 364 万人（19 年３月から 11 月まで

の暫定値）と約 2.0 倍になっている。 
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図表６ 要介護等認定者数と介護サービス利用者数の推移 

 
（注）１ 厚生労働省の資料に基づき当省が作成した。 

２ 「要介護等認定者数」は、各年度末における値である。 

３ 「介護サービス利用者数」は、各年度の１か月平均の値である。 

４ 平成 19 年度の要介護等認定者数は、19 年 11 月末の数値であり、19 年度の介護サ

ービス利用者数は、19 年３月から同年 11 月までの１か月平均の値である。 

 

(2) 事業所数及び施設数 

居宅サービスを行う事業所数についてみると、各年 10 月１日現在では、例

えば、 

① 訪問介護では、平成 12年の 9,833 事業所から 18年には２万 948 事業所に、 

② 通所介護（デイサービス）では、12年の 8,037事業所から 18年の１万 9,409

事業所に、 

それぞれ２倍以上に増加している。 

施設サービスを行う施設についてみると、各年 10 月１日現在では、 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）では、平成 12 年の 4,463 施設

から 18 年の 5,716 施設に、 

② 介護老人保健施設（老人保健施設）では、12 年の 2,667 施設から 18 年の

3,391 施設に、 

③ 介護療養型医療施設（療養病床等）では、12 年の 3,862 施設から 18 年の

2,929 施設に 

なっている。 

なお、平成 18 年度から制度化された介護予防サービスを行う事業所数につ

いてみると、18 年 10 月１日現在、介護予防訪問介護を行う事業所が１万 9,269

事業所、介護予防通所介護（デイサービス）を行う事業所が１万 8,055 事業所

となっている。 
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(3) 介護給付費 

介護給付費の実績額は、図表７のとおり、介護サービス利用者数の増加に伴

って年々増加しており、平成 12 年度には約３兆 2,000 億円であったが、18 年

度には約５兆 8,000 億円と約 1.8 倍となっている。 

なお、平成 19 年度の介護給付費の当初予算額は約６兆 7,000 億円、20 年度

も約６兆 7,000 億円と見込まれている。 

 

図表７ 介護給付費の推移  

 

（注）１ 厚生労働省の資料に基づき当省が作成した。 

２ 平成 12 年度から 18 年度は実績額、19 年度及び 20 年度は当初予算額である。 

 

(4) 保険料額 

介護給付費の増加に伴って、第１号被保険者１人当たりの保険料の全国平均

は、第２期介護保険事業計画期間（平成 15 年度から 17 年度まで）は 3,293 円

であったものが、第３期（18 年度から 20 年度まで）は 4,090 円と増加してい

る。 

また、各市町村における第１号被保険者１人当たりの保険料額の分布状況を

みると、図表８のとおり、 

① 第１期（平成 12 年度から 15 年度まで）には、2,001 円以上 3,000 円以下

の市町村が 70.4％（2,895 市町村中 2,039 市町村）と大半を占めていたが、 

② 第３期には、3,001 円以上 4,000 円以下が 54.9％（1,679 市町村中 922 市

町村）、4,001 円以上 5,000 円以下が 34.2％（1,679 市町村中 574 市町村）と

3,001 円以上が大半を占め（3,001 円以上 5,000 円以下が 89.1％（1,679 市

町村中 1,496 市町村））、保険料の上昇傾向が明らかとなっている。 
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図表８ 保険料額の分布状況 

 

（注）１ 厚生労働省の資料に基づき当省が作成した。 

２ （ ）内は、市町村数である。 

 

(5) 財政安定化基金 

介護保険においては、市町村の保険財政の安定化を図り、市町村の一般会計

からの繰入れを回避することを目的とし、以下のような場合に交付又は貸付を

行うために、各都道府県に財政安定化基金（以下「基金」という。）を設ける

こととされている。 

① 市町村が通常の努力を行っても、なお保険料収納率が悪化し、保険料収納

に不足が生じた場合に、基金から市町村に対して当該不足額の２分の１を交

付。 

② 見込みを上回る介護給付費の増大等により介護保険財政に不足が生じた

場合に、基金から市町村に対して必要な資金を貸付。 

また、基金の財源は、国の負担、都道府県の負担及び市町村の拠出金から成

り、それぞれ３分の１とされている（介護保険法第 147 条）。 

平成 18年度末における各都道府県における基金の貸付け等の状況をみると、

図表９のとおりであり、基金の積立総額は約 2,610 億円となっている。 
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図表９ 財政安定化基金の財政状況 

（単位：百万円） 

貸付・交付額 

Ａ 

既償還額 

    Ｂ

18 年度末実支出額 

Ｃ＝Ａ－Ｂ

18 年度末基金

積立総額 

85,416 43,153 42,263 260,874 

（注） 厚生労働省の資料に基づき当省が作成した。 

 

会計検査院は、基金の財政規模は過去の貸付等の状況及び将来の基金需要見

込みからみて適正なものとなっているかなどの観点から調査を行い、その結

果、 

① 基金の規模は、現在、基金需要に対応した規模を大きく上回るものとなっ

ていること 

② 基金の貸付金は、次期計画期間に必ず償還されること 

等から、必要な基金を一旦造成すれば、その後に追加して造成する必要はない

として、平成 20 年５月、厚生労働省に対して、次のような改善措置を求めて

いる。 

① 多額の未貸付等基金が発生し、都道府県が基金の一部を拠出者に返還する

ことが適切と判断した場合に、基金規模を縮小できるような制度に改めるこ

と。 

② 標準拠出率(注）の算定の考え方を都道府県に対して明確に示すとともに、

各都道府県が拠出率を設定する際に基金の保有状況、貸付状況等を十分に検

討するなどして適切な拠出率を定めるよう個々の都道府県の状況に応じて

助言すること。 

（注） 標準拠出率とは、各都道府県が、基金への拠出について、管内市町村における３

年間の介護給付費の見込総額に対し、国が標準として定めた割合である。 

なお、これを参考として条例で定めた割合（拠出率）により拠出金を算定する

こととされている。 

 

 

 

 

 

 

 

図表６ 
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国 ・ 介護保険制度の運営等
・ 保険給付に係る基準等の設定
・ 介護保険事業に係る基本指針の作成

図表１ 介護保険制度の概要

介護サービス事業者（平成18年10月現在）

○居宅サービス（約21万事業所）

・訪問介護 等

○施設サービス（12,036施設）

・特別養護老人ホーム 等

市区町村

・介護保険事業の実施
・介護報酬請求の審査・支払

（国保連に委託）
・介護保険事業計画の策定
・要介護認定等
・介護保険料の設定

第１号被保険者（65歳以上の者） 第２号被保険者（ 40歳～64歳の医療保険加入者）

ⅰ）第１号被保険者
の保険料は原則年金
から天引き

医療保険者

サービス利
用に係る費
用の１割分
の負担

サービスの
提供

サービス利用に係る費用の９割分の支払

ⅱ）第２号被保険者の保険料は加入し
ている医療保険料と併せて徴収

サービス利用に係る費用の請求

（約2,600万人） （約4,300万人）

（注）厚生労働省の資料に基づき当省が作成した。

要介護者等

保険者

社会保険診療報酬
支払基金

都道府県 ・ 介護保険事業支援計画の策定
・ 事業者の指定
・ 保険者、事業者、施設等の指導監督等
・ 財政安定化基金の設置

被保険者

指定の申請

情報の提供・
助言・援助

助言・援助
情報の提供・
助言・援助

指定の申請（地域密着型サービス等）

指定、指導監督

指定、指導監督

保険料の納付
保険料の納付

1
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図表２ 介護保険制度における資金の流れ（①保険者への流れ）

保険者（市区町村）

被保険者

第１号被保険者

（65歳以上の者）

第２号被保険者

（40歳～64歳の医療保険加入者）

国

保険料（個別徴収）

財政安定化基
金（都道府県
が管理）

交付・貸付

財政負担分＜１兆5,175億円＞

都道府県

財政負担分と第１号被保険者
の保険料（個別）、第２号被
保険者（医療保険者）分

財政負担分＜9,784億円＞

（平成18年度～20年度）

医療保険者
社会保険診療

報酬支払基金

被保険者
50%

第１号被保険者 約19%
第２号被保険者 約31%
（１号、２号の負担割合は人口比）

公 費
50%

国 (施設)20.0% (居宅)25.0% ※
都道府県 (施設)17.5% (居宅)12.5%
市町村 (施設)12.5% (居宅)12.5%

保険料（加入している医療保険料
と併せて徴収）＜２兆633億円＞

※基金の財源は、国・
都道府県・市区町村そ
れぞれ1/3ずつ

（注１）厚生労働省の資料に基づき当省が作成した。

（注２）＜＞内の金額は平成20年度予算額（介護給付費）である。

（注３）第１号被保険者の天引き分及び個別徴収分を合わせて、平成20年度予算額は１兆2,646億円。

※ ５％分は調整交付金

保険料（年金から天引き）

年金保険者

1
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国民健康保険

団体連合会

図表３ 介護保険制度における資金の流れ（②介護サービス事業者への介護報酬等の流れ）

被保険者

利用者

（要支援者、要介護者）

①要支援・要介護認定の申請

②要支援・要介護認定

③サービスの提供④サービス利用に
係る費用の１割分
の負担

介護サービス事業者

○居宅サービス

・訪問介護 等

○施設サービス

・特別養護老人ホーム 等

保険者（市区町村）

⑥事業者の請求について、
審査後、費用を請求

⑧サービス利
用に係る費用
の９割分の支
払

⑤サービス利用に
係る費用の請求

（注）１ 厚生労働省の資料に基づき当省が作成した。

２ 保険者は、介護サービス事業者からのサービス費の請求に対する審査・支払事務を国民健康保険団体連合会に委任することができる。

⑦⑥の費用
の支払
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図表４ 介護サービスの利用手続 

  利 用 者 
 
 
 
 

 

(注) 厚生労働省の資料に基づき当省が作成した。 

～ 

要介護１ 

要介護５ 
 

 

 

要支援１

要支援２
 

 

非該当 

 

 

介護予防ケアプラン 
 

介護サービスの利用計画 

（ケアプラン） 

○市町村の

実状に応じ

たサービス

（介護保険

外の事業） 

○介護予防

事業（地域

支援事業） 

○介護予防 

サービス 

・介護予防通所介護 

・介護予防通所リハビリ

・介護予防訪問介護 

な

ど 

○地域密着型介護

予防サービス 

・介護予防小規模多機

能型居宅介護 

・介護予防認知症対応

型共同生活介護 

 （グループホーム）

○施設 

サービス 

・特別養護老人

ホーム 

・老人保健施設

・介護療養型医

療施設 

○在宅サービス 

・訪問介護 

・訪問看護 

・通所介護 

・短期入所サービス 

          など

○地域密着型サービ

ス 

・小規模多機能型居宅介護

・夜間対応型訪問介護 

・認知症対応型共同生活介

護（グループホーム） 

など

※要支援・要

介護のおそ

れのある方 

認 定 調 査 医師の意見書 

 

要   介   護   認   定 
 

医師、看護職員、福祉関係者などによる 

市 町 村 の 窓 口 

認 定 調 査 
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図表５ 介護保険法等の規定 

○ 介護保険法（平成９年法律第 123 号）＜抜粋＞ 

 

  （介護保険） 

第２条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。

２～４ （略） 

 

（保険者） 

第３条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。 

２ （略） 

 

（定義） 

第７条 この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、

食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわた

り継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働

省令で定める区分（以下「要介護状態区分」という。）のいずれかに該当するもの（要支援状態に該当

するものを除く。）をいう。 

２ この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、

食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわ

たり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込ま

れ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常

生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定

める区分（以下「要支援状態区分」という。）のいずれかに該当するものをいう。 

３ この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 要介護状態にある 65 歳以上の者 

二 要介護状態にある 40 歳以上 65 歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精

神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの（以下「特

定疾病」という。）によって生じたものであるもの 

４ この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 要支援状態にある 65 歳以上の者 

二 要支援状態にある 40 歳以上 65 歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精

神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの 

５ この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者（以下「要介護者等」という。）

からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サー

ビス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、

居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事

業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護

者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第 69
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条の７第１項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。 

６～８ （略） 

第８条 １～13（略） 

14 この法律において「地域密着型サービス」とは、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小

規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービス

を行う事業をいう。 

15 この法律において「夜間対応型訪問介護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な

巡回訪問により、又は通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第２項の政令で定める者

により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定

めるものをいう。 

16 この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハ

イマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能

及びその他の認知機能が低下した状態（以下「認知症」という。）であるものについて、老人福祉法第

５条の２第３項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の２の２に規定する老人デイサービスセ

ンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって

厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 

17 この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、

その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省

令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと

をいう。 

18 この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの（その

者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。）について、その共同生活を営むべき住居

において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。

19 この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第 11 項の厚

生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める

者に限られるもの（以下「介護専用型特定施設」という。）のうち、その入居定員が 29 人以下である

もの（以下この項において「地域密着型特定施設」という。）に入居している要介護者について、当該

地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項

を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生

労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。 

20 この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第 20 条の５に規定する特別養

護老人ホーム（入所定員が 29 人以下であるものに限る。以下この項において同じ。）であって、当該

特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画（地域密着型介護老人

福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者

その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。）に基づいて、入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うこと
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を目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人

福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。 

21 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第 41 条第１項に規定する指定居宅サービ

ス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第 42条の２第

１項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービ

ス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療

サービス又は福祉サービス（以下この項において「指定居宅サービス等」という。）の適切な利用等を

することができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、

当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、こ

れを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画（以下この項、第 115 条の 38 第１項第

５号及び別表において「居宅サービス計画」という。）を作成するとともに、当該居宅サービス計画に

基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第 41 条第１項に規定する指定居宅サービス事業

者、第 42 条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便

宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所

を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提

供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。 

22～26 （略） 

 

第８条の２ この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、

介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介

護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介

護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護

予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。 

２ この法律において「介護予防訪問介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの

（以下「居宅要支援者」という。）について、その者の居宅において、その介護予防（身体上又は精神

上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部に

ついて常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下

同じ。）を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり

行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるも

のをいう。 

３ この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的と

して、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴

槽を提供して行われる入浴の介護をいう。 

４ この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者（主治の医師がその治療の必要の程度

につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。）について、その者の居宅にお

いて、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定

める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。 
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５ この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者（主治の医師がその治

療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。）について、そ

の者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学

療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。 

６ この法律において「介護予防居宅療養管理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目

的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の

管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。 

７ この法律において「介護予防通所介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、

老人福祉法第５条の２第３項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の２の２に規定する老人デ

イサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せ

つ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行う

こと（介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く。）をいう。 

８ この法律において「介護予防通所リハビリテーション」とは、居宅要支援者（主治の医師がその治

療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。）について、介

護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、そ

の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必

要なリハビリテーションをいう。 

９ この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第５条

の２第４項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の３に規定する老人短期入所施設に短期間入

所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。 

10 この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者（その治療の必要の程度につ

き厚生労働省令で定めるものに限る。）について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚

生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間

にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並び

に日常生活上の支援を行うことをいう。 

11 この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設（介護専用型特定施設を除

く。）に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービ

スの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び

療養上の世話をいう。 

12 この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護

予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をい

う。 

13 この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその

介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの

（以下「特定介護予防福祉用具」という。）の政令で定めるところにより行われる販売をいう。 

14 この法律において「地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予
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防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「地域密着型介護予防サー

ビス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。 

15 この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症である

ものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第５条の２第３項の厚生労働省令で定める施

設又は同法第 20 条の２の２に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生

労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚

生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 

16 この法律において「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心

身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は

厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その

介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省

令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 

17 この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者（厚生労働省令で定める

要支援状態区分に該当する状態である者に限る。）であって認知症であるもの（その者の認知症の原因

となる疾患が急性の状態にある者を除く。）について、その共同生活を営むべき住居において、その介

護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うこ

とをいう。 

18 この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第 53 条第１項に規定する指定介護予防サ

ービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第 54

条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に

係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の介護予防に資する保

健医療サービス又は福祉サービス（以下この項において「指定介護予防サービス等」という。）の適切

な利用等をすることができるよう、第 115 条の 39 第１項に規定する地域包括支援センターの職員のう

ち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれてい

る環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類

及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画（以下この項及び別表に

おいて「介護予防サービス計画」という。）を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく

指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第 53 条第１項に規定する指定介護予防サービス事

業者、第 54条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整

その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。

 

（被保険者） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区（以下単に「市町村」という。） が行

う介護保険の被保険者とする。 

一 市町村の区域内に住所を有する 65 歳以上の者（以下「第１号被保険者」という。） 

二 市町村の区域内に住所を有する 40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者（以下「第２号被保険者」

という。） 
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（保険給付の種類） 

第 18 条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 

一 被保険者の要介護状態に関する保険給付（以下「介護給付」という。） 

二 被保険者の要支援状態に関する保険給付（以下「予防給付」という。） 

三 （略） 

 

（市町村の認定） 

第 19 条 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態

区分について、市町村の認定（以下「要介護認定」という。）を受けなければならない。 

２ 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分

について、市町村の認定（以下「要支援認定」という。）を受けなければならない。 

 

（要介護認定） 

第 27 条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保

険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労

働省令で定めるところにより、第 46 条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老

人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第115条の39第１項に規定

する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 

２ 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、そ

の心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものと

する。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他

の市町村に嘱託することができる。 

３ 市町村は、第１項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保

険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。

ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市

町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべ

きことを命ずることができる。 

４ 市町村は、第２項の調査（第 24 条の２第１項第２号の規定により委託された場合にあっては、当該

委託に係る調査を含む。）の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師

であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第１項の申請に係

る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及

び判定を求めるものとする。 

一 第１号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分 

二 第２号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態

の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 

５ 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に

従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行

い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認め
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るときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。 

一 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項 

二 第 41 条第１項に規定する指定居宅サービス、第 42 条の２第１項に規定する指定地域密着型サー

ビス又は第 48 条第１項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険

者が留意すべき事項 

６ 認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及

び判定に係る被保険者、その家族、第３項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。

７ 市町村は、第５項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護

認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合

において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものと

する。 

一 該当する要介護状態区分 

二 第５項第２号に掲げる事項に係る認定審査会の意見 

８ 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 

９～12 （略） 

 

（要介護認定の更新） 

第 28 条 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間（以下この条において「有

効期間」という。）内に限り、その効力を有する。 

２～９ （略） 

 10 第１項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で

定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるも

のとする。 

 

（要支援認定） 

第 32 条 要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保

険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労

働省令で定めるところにより、第 46 条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老

人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第115条の39第１項に規定

する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 

２ 第 27 条第２項及び第３項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治

の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 

３ 市町村は、前項において準用する第 27 条第２項の調査（第 24 条の２第１項第２号の規定により委

託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。）の結果、前項において準用する第 27 条第３

項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生

労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第１項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲

げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。 

一 第１号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分 
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二 第２号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態

の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 

４ 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に

従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行

い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認め

るときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。 

一 当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関す

る事項 

二 第 53 条第１項に規定する指定介護予防サービス又は第 54 条の２第１項に規定する指定地域密着

型介護予防サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項 

５ 第 27 条第６項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。 

６ 市町村は、第４項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援

認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合

において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものと

する。 

一 該当する要支援状態区分 

二 第４項第２号に掲げる事項に係る認定審査会の意見 

７ 要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 

８・９ （略） 

 

  （要支援認定の更新） 

第 33 条 要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間（以下この条において「有

効期間」という。）内に限り、その効力を有する。 

２～５ （略） 

 ６ 第１項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で

定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるも

のとする。 

 

（施設介護サービス費の支給） 

第 48 条 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス（以下「指定施設サービス等」という。）

を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用（食事の提供に

要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除

く。以下この条において同じ。）について、施設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保

険者が、第 37 条第１項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の施設

サービスを受けたときは、この限りでない。 

一 都道府県知事が指定する介護老人福祉施設（以下「指定介護老人福祉施設」という。）により行わ

れる介護福祉施設サービス（以下「指定介護福祉施設サービス」という。） 

二 介護保健施設サービス 
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三 都道府県知事が指定する介護療養型医療施設（以下「指定介護療養型医療施設」という。）により

行われる介護療養施設サービス（以下「指定介護療養施設サービス」という。） 

２～８ （略） 

 

（介護支援専門員の登録） 

第 69 条の２ 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定

めるところにより行う試験（以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。）に合格し、かつ、都

道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修（以下「介護支援専門員実務研修」という。）

の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けるこ

とができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。 

一 成年被後見人又は被保佐人 

二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

三 この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金

の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

四 登録の申請前５年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者 

五 第 69 条の 38 第３項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第 69 条の６第１号の規

定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者 

六 第 69 条の 39 の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して５年を経過しな

い者 

七 第 69 条の 39 の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法（平成５年法律第 88 号）第 15 条

の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に

登録の消除の申請をした者（登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。）であって、当

該登録が消除された日から起算して５年を経過しないもの 

２ （略） 

 

（介護支援専門員証の交付等） 

第 69 条の７ 第 69 条の２第１項の登録を受けている者は、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の

交付を申請することができる。 

２ 介護支援専門員証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところによ

り行う研修を受けなければならない。ただし、第 69条の２第１項の登録を受けた日から厚生労働省令

で定める期間以内に介護支援専門員証の交付を受けようとする者については、この限りでない。 

３ 介護支援専門員証（第５項の規定により交付された介護支援専門員証を除く。）の有効期間は、５年

とする。 

４～８ （略） 

 

（介護支援専門員証の有効期間の更新） 

第 69 条の８ 介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。 

２ 介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定める
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ところにより行う研修（以下「更新研修」という。）を受けなければならない。ただし、現に介護支援

専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働

省令で定めるところにより指定する研修の課程を修了した者については、この限りでない。 

３ 前条第３項の規定は、更新後の介護支援専門員証の有効期間について準用する。 

 

（指定居宅サービス事業者の指定） 

第 70 条 第 41 条第１項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う

者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事

業所（以下この節において単に「事業所」という。）ごとに行う。 

２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、第１号から第３号まで、第５号から第７号ま

で、第９号又は第 10 号（病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行わ

れる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る

指定の申請にあっては、第２号から第 11 号まで）のいずれかに該当するときは、第 41 条第１項本文

の指定をしてはならない。 

一 申請者が法人でないとき。 

二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第 74 条第１項の厚生労働省令で定

める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。 

三 申請者が、第 74 条第２項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従っ

て適正な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。 

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまで

の者であるとき。 

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定

により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である

とき。 

六 申請者が、第 77 条第１項又は第 115 条の 29 第６項の規定により指定を取り消され、その取消し

の日から起算して５年を経過しない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、

当該取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日前 60 日以内に当該法人の

役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他い

かなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ

れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第５節において同じ。）又

はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人（以下「役員等」という。）であった者で当

該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない

病院等である場合においては、当該通知があった日前 60 日以内に当該病院等の管理者であった者で

当該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含む。）であるとき。 

七 申請者が、第 77 条第１項又は第 115 条の 29 第６項の規定による指定の取消しの処分に係る行政

手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する

日までの間に第 75 条の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由

がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 
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八 前号に規定する期間内に第75条の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、

同号の通知の日前 60 日以内に当該届出に係る法人（当該事業の廃止について相当の理由がある法人

を除く。）の役員等又は当該届出に係る法人でない病院等（当該事業の廃止について相当の理由があ

るものを除く。）の管理者であった者で、当該届出の日から起算して５年を経過しないものであると

き。 

九 申請者が、指定の申請前５年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者で

あるとき。 

十 申請者が、法人で、その役員等のうちに第４号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの

であるとき。 

十一 申請者が、法人でない病院等で、その管理者が第４号から第９号までのいずれかに該当する者

であるとき。 

３～５ （略） 

 

   （指定の更新） 

第 70 条の２ 第 41 条第１項本文の指定は、６年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によ

って、その効力を失う。 

２ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「指定の有効期間」と

いう。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の

満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

３ 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間

の満了の日の翌日から起算するものとする。 

４ 前条の規定は、第１項の指定の更新について準用する。 

 

（指定居宅介護支援事業者の指定） 

第 79 条 第 46 条第１項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の

申請により、居宅介護支援事業を行う事業所（以下この節において単に「事業所」という。）ごとに行

う。 

２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第 46

条第１項の指定をしてはならない。 

一 申請者が法人でないとき。 

二 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第 81 条第１項の厚生労働省令で定める員数を

満たしていないとき。 

三 申請者が、第 81 条第２項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な

居宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。 

四 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定

により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である

とき。 

五 申請者が、第 84 条第１項又は第 115 条の 29 第６項の規定により指定を取り消され、その取消し
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の日から起算して５年を経過しない者であるとき。 

六 申請者が、第 84 条第１項又は第 115 条の 29 第６項の規定による指定の取消しの処分に係る行政

手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する

日までの間に第 82 条の規定による事業の廃止の届出をした者（当該事業の廃止について相当の理由

がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

七 申請者が、指定の申請前５年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者で

あるとき。 

八 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

ロ 第４号又は前号に該当する者 

ハ 第 84 条第１項又は第 115 条の 29 第６項の規定により指定を取り消された法人において、当該

取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日前 60 日以内にその役員等で

あった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの 

ニ 第６号に規定する期間内に第 82 条の規定による事業の廃止の届出をした法人（当該事業の廃止

について相当の理由がある法人を除く。）において、同号の通知の日前 60 日以内にその役員等で

あった者で当該届出の日から起算して５年を経過しないもの 

 

  （指定の更新） 

第 79 条の２ 第 46 条第１項の指定は、６年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、

その効力を失う。 

２ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「指定の有効期間」と

いう。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の

満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

３ 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間

の満了の日の翌日から起算するものとする。 

４ 前条の規定は、第１項の指定の更新について準用する。 

 

（指定介護老人福祉施設の指定） 

第 86 条 第 48 条第１項第１号の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、老人福祉法第 20 条の５

に規定する特別養護老人ホームであって、その入所定員が 30 人以上であるものの開設者の申請があっ

たものについて行う。 

２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該特別養護老人ホームが次の各号のいずれ

かに該当するときは、第 48 条第１項第１号の指定をしてはならない。 

一 第 88 条第１項に規定する人員を有しないとき。 

二 第88条第２項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護

老人福祉施設の運営をすることができないと認められるとき。 

三 当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律

で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること
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がなくなるまでの者であるとき。 

四 当該特別養護老人ホームの開設者が、第 92 条第１項又は第 115 条の 29 第６項の規定により指定

を取り消され、その取消しの日から起算して５年を経過しない者であるとき。 

五 当該特別養護老人ホームの開設者が、第 92 条第１項又は第 115 条の 29 第６項の規定による指定

の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処

分をしないことを決定する日までの間に第 91 条の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退

について相当の理由がある者を除く。）で、当該指定の辞退の日から起算して５年を経過しないもの

であるとき。 

六 当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前５年以内に居宅サービス等に関し不正又は著

しく不当な行為をした者であるとき。 

七 当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があると

き。 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

ロ 第３号又は前号に該当する者 

ハ 第 92 条第１項又は第 115 条の 29 第６項の規定により指定を取り消された特別養護老人ホーム

において、当該取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日前 60 日以内

にその開設者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの

ニ 第５号に規定する期間内に第 91 条の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホーム（当該指

定の辞退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除く。）において、同号の通知の日前 60

日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して５年を経過

しないもの 

３ （略） 

 

  （指定の更新） 

第 86 条の２ 第 48 条第１項第１号の指定は、６年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過に

よって、その効力を失う。 

２ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「指定の有効期間」と

いう。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の

満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

３ 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間

の満了の日の翌日から起算するものとする。 

４ 前条の規定は、第１項の指定の更新について準用する。 

 

（開設許可） 

第 94 条 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知

事の許可を受けなければならない。 

２ 介護老人保健施設を開設した者（以下「介護老人保健施設の開設者」という。）が、当該介護老人保

健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
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３ 都道府県知事は、前２項の許可の申請があった場合において、次の各号（前項の申請にあっては、

第２号又は第３号）のいずれかに該当するときは、前２項の許可を与えることができない。 

一 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他

厚生労働大臣が定める者でないとき。 

二 当該介護老人保健施設が第 97 条第１項に規定する施設又は同条第２項に規定する人員を有しな

いとき。 

三 第 97 条第３項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老

人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。 

四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまで

の者であるとき。 

五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定

により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である

とき。 

六 申請者が、第 104 条第１項又は第 115 条の 29 第６項の規定により許可を取り消され、その取消し

の日から起算して五年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、

当該取消しの処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日前 60 日以内に当該法人の

役員又はその開設した介護老人保健施設を管理する者（以下「介護老人保健施設の管理者」という。）

であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された

者が第１号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があ

った日前 60 日以内に当該者の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日か

ら起算して５年を経過しないものを含む。）であるとき。 

七 申請者が、第 104 条第１項又は第 115 条の 29 第６項の規定による許可の取消しの処分に係る行政

手続法第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定す

る日までの間に第 105 条において準用する医療法第９条第１項の規定による廃止の届出をした者

（当該廃止について相当の理由がある者を除く。）で、当該届出の日から起算して５年を経過しない

ものであるとき。 

八 前号に規定する期間内に第 105 条において準用する医療法第９条第１項の規定による廃止の届出

があった場合において、申請者が、同号の通知の日前 60 日以内に当該届出に係る法人（当該廃止に

ついて相当の理由がある法人を除く。）の役員若しくはその開設した介護老人保健施設の管理者又は

当該届出に係る第１号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの（当該廃止について相当の

理由がある者を除く。）の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で、当該届出の日から起算

して五年を経過しないものであるとき。 

九 申請者が、許可の申請前５年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者で

あるとき。 

十 申請者が、法人で、その役員等のうちに第４号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの

であるとき。 

十一 申請者が、第１号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する

者その他の政令で定める使用人のうちに第４号から第９号までのいずれかに該当する者のあるもの
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であるとき。 

４ 都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しようとする者に対しては、第１項

の許可を与えないことができる。 

５・６ （略） 

 

  （許可の更新） 

第 94 条の２ 前条第１項の許可は、６年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、そ

の効力を失う。 

２ 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下この条において「許可の有効期間」と

いう。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の

満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

３ 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間

の満了の日の翌日から起算するものとする。 

４ 前条の規定は、第１項の許可の更新について準用する。 

 

（介護サービス情報の報告及び公表） 

第 115 条の 29 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、

指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者

並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の開設者（以下「介護

サービス事業者」という。）は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅

介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービス事業者、

指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施

設の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス（以下「介護サー

ビス」という。）の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めると

ころにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報（介護サービスの内容及び介護サー

ビスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用

しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表さ

れることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。）を、当該介護サービスを

提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告をした介護サービス事業者に対

し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うものとする。 

３ 都道府県知事は、前項の規定による調査が終了した後、第１項の規定による報告の内容及び前項の

規定による調査の結果のうち厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。 

４ 都道府県知事は、介護サービス事業者が第１項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

又は第２項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介

護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受け

ることを命ずることができる。 

５ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指
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定介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定

地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の

指定をした市町村長に通知しなければならない。 

６ 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービ

ス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者が

第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、

指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設の指定若しく

は介護老人保健施設の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部

の効力を停止することができる。 

７ 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指

定介護予防支援事業者が第４項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サー

ビス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定を取り消し、

又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、

理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。 

 

（地域支援事業） 

第 115 条の 38 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等とな

った場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する

ため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 

一 被保険者（第１号被保険者に限る。）の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若

しくは悪化の防止のため必要な事業（介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業

を除く。） 

二 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境そ

の他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率

的に提供されるよう必要な援助を行う事業 

三 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公

衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の

被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業 

四 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため

必要な援助を行う事業 

五 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サ

ービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定

期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができ

るよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業 

２ 市町村は、前項各号に掲げる事業のほか、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができ

る。 

一 介護給付等に要する費用の適正化のための事業 

二 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業 
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三 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため

必要な事業 

３～６ （略） 

 

（地域包括支援センター） 

第 115 条の 39 地域包括支援センターは、前条第１項第２号から第５号までに掲げる事業（以下「包括

的支援事業」という。）その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び

生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支

援することを目的とする施設とする。 

２～７ （略） 

 

（市町村介護保険事業計画） 

第 117 条 市町村は、基本指針に即して、３年を１期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険

給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その

他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合

的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型

特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数

その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み並びにその見込量の確保のための方策 

二 各年度における地域支援事業に要する費用の額並びに地域支援事業の量の見込み及びその見込量

の確保のための方策 

三 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者

相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス（介護給付に係るものに限る。）

の円滑な提供を図るための事業に関する事項 

四 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の

事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス（予防給付に係る

ものに限る。）の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項 

五 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために市町村が必要と認める事項 

３～８ （略） 

 

（国の負担） 

第 121 条 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額

について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する。 

一 介護給付（次号に掲げるものを除く。）及び予防給付（同号に掲げるものを除く。）に要する費用

百分の二十 

二 介護給付（介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。）及び予防給付（介護予

防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。）に要する費用 百分の十五 
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２ （略） 

 

  （調整交付金等） 

第 122 条 国は、介護保険の財政の調整を行うため、第１号被保険者の年齢階級別の分布状況、第１号

被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を

交付する。 

２ 前項の規定による調整交付金の総額は、各市町村の前条第１項に規定する介護給付及び予防給付に

要する費用の額（同条第２項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定を適用して算定した額。

次項において同じ。）の総額の百分の五に相当する額とする。 

３ 毎年度分として交付すべき調整交付金の総額は、当該年度における各市町村の前条第１項に規定す

る介護給付及び予防給付に要する費用の額の見込額の総額の百分の五に相当する額に当該年度の前年

度以前の年度における調整交付金で、まだ交付していない額を加算し、又は当該前年度以前の年度に

おいて交付すべきであった額を超えて交付した額を当該見込額の総額の百分の五に相当する額から減

額した額とする。 

 

  （都道府県の負担等） 

第 123 条 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費

用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担す

る。 

一 介護給付（次号に掲げるものを除く。）及び予防給付（同号に掲げるものを除く。）に要する費用

百分の十二・五 

二 介護給付（介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものに限る。）及び予防給付（介護予

防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。）に要する費用 百分の十七・五 

２ 第 121 条第２項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用す

る。 

３ 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防事業に要する費用の額の百分の

十二・五に相当する額を交付する。 

４ 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、包括的支援事業等支援額の百分の二十五

に相当する額を交付する。 

 

  （市町村の一般会計における負担） 

第 124 条 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要

する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。 

２ 第 121 条第２項の規定は、前項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額について準用す

る。 

３ 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防事業に要する費用の額の

百分の十二・五に相当する額を負担する。 

４ 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、包括的支援事業等支援額の百分の

38 

 



二十五に相当する額を負担する。 

 

（保険料） 

第 129 条 市町村は、介護保険事業に要する費用（財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。）

に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 

２ 前項の保険料は、第１号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定

された保険料率により算定された保険料額によって課する。 

３・４ （略） 

 

（保険料の徴収の方法） 

第 131 条 第 129 条の保険料の徴収については、第 135 条の規定により特別徴収（国民年金法（昭和 34

年法律第 141 号）による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）、国

家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法に基づく老齢若しくは

退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年

金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で

定めるもの（以下「老齢等年金給付」という。）の支払をする者（以下「年金保険者」という。）に保

険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。）の方法による場

合を除くほか、普通徴収（市町村が、保険料を課せられた第１号被保険者又は当該第１号被保険者の

属する世帯の世帯主若しくは当該第１号被保険者の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）に対し、地方自治法第 231 条の規定により納入の通知

をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。）の方法によらなければならない。 

 

 （普通徴収に係る保険料の納付義務） 

第 132 条 第１号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場

合においては、当該保険料を納付しなければならない。 

２ 世帯主は、市町村が当該世帯に属する第１号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しよ

うとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 

３ 配偶者の一方は、市町村が第１号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しよう

とする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 

 

（保険料の特別徴収） 

第 135 条 市町村は、前条第１項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第１号

被保険者（災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収するこ

とが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第３項において同じ。）

に対して課する当該年度の保険料の全部（厚生労働省令で定める場合にあっては、その一部）を、特

別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る第１号被保険者が少ないことそ

の他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村において

は、特別徴収の方法によらないことができる。 
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２ 市町村（前項ただし書に規定する市町村を除く。次項において同じ。）は、前条第２項又は第３項の

規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第１号被保険者に対して課する当該年度

の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる。 

３ 市町村は、前条第２項若しくは第３項の規定による通知が行われた場合（前項の規定により当該通

知に係る第１号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する

場合を除く。）又は同条第４項から第６項までの規定による通知が行われた場合において、当該通知に

係る第１号被保険者について、翌年度の初日から９月 30 日までの間において当該通知に係る老齢等年

金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額（当該額

によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を

勘案して市町村が定める額とする。）を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によっ

て徴収するものとする。 

４ 前項の支払回数割保険料額の見込額は、当該第１号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎と

して厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日（前条第５項の規定

による通知に係る第１号被保険者については同年度の６月１日とし、同条第６項の規定による通知に

係る第１号被保険者については同年度の８月１日とする。）から９月 30 日までの間における当該老齢

等年金給付の支払の回数で除して得た額とする。 

５ 市町村は、第１項本文、第２項又は第３項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しよ

うとする場合においては、第１項本文、第２項又は第３項に規定する第１号被保険者（以下「特別徴

収対象被保険者」という。）について、当該特別徴収対象被保険者に係る年金保険者（以下「特別徴収

義務者」という。）に当該保険料を徴収させなければならない。 

６ 市町村は、同一の特別徴収対象被保険者について前条第１項から第６項までの規定による通知に係

る老齢等年金給付（以下「特別徴収対象年金給付」という。）が２以上ある場合においては、政令で定

めるところにより１の特別徴収対象年金給付について保険料を徴収させるものとする。 

 

（財政安定化基金） 

第 147 条 都道府県は、次に掲げる介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、

財政安定化基金を設けるものとする。 

一 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれ、かつ、基金事業対象収入額が基金

事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、政令で定めるところにより、イに掲げる額

（イに掲げる額がロに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額とする。）の二分の一に相当する額を

基礎として、当該市町村及びその他の市町村における保険料の収納状況を勘案して政令で定めると

ころにより算定した額を交付すること。 

イ 実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額 

ロ 基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる額 

二 基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が、基金事業対象費用額に不足すると見込ま

れる市町村に対し、政令で定めるところにより、当該不足すると見込まれる額を基礎として、当

該市町村及びその他の市町村における保険料の収納状況を勘案して政令で定めるところにより算

定した額の範囲内の額を貸し付けること。 
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２ 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 予定保険料収納額 市町村において当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の計画期間（以

下「計画期間」という。）中に収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、介護給付及び予防給付

に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の

額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金（以下この項及び次条において「基金事業

借入金」という。）の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した

額 

二 実績保険料収納額 市町村において計画期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、介護給付

及び予防給付に要した費用の額、地域支援事業に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に

要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めると

ころにより算定した額 

三 基金事業対象収入額 市町村の介護保険に関する特別会計において計画期間中に収入した金額

（第５号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。）の合計額のうち、介護給付及び予防給

付に要した費用の額、地域支援事業に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用

の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより

算定した額 

四 基金事業対象費用額 市町村において計画期間中に介護給付及び予防給付に要した費用の額、地

域支援事業に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入

金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額 

五 基金事業交付額 市町村が計画期間中に前項第１号の規定により交付を受けた額 

３ 都道府県は、財政安定化基金に充てるため、政令で定めるところにより、市町村から財政安定化基

金拠出金を徴収するものとする。 

４ 市町村は、前項の規定による財政安定化基金拠出金を納付する義務を負う。 

５ 都道府県は、政令で定めるところにより、第３項の規定により市町村から徴収した財政安定化基金

拠出金の総額の三倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れなければならない。 

６ 国は、政令で定めるところにより、前項の規定により都道府県が繰り入れた額の三分の一に相当す

る額を負担する。 

７ 財政安定化基金から生ずる収入は、すべて財政安定化基金に充てなければならない。 

８ 第 121 条第２項の規定は、第２項第１号に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額並びに

同項第２号から第４号までに規定する介護給付及び予防給付に要した費用の額について準用する。 

 

（納付金の徴収及び納付義務） 

第 150 条 支払基金は、第 160 条第１項に規定する業務に要する費用に充てるため、年度（毎年４月１

日から翌年３月 31 日までをいう。以下この節及び次章において同じ。）ごとに、医療保険者から、介

護給付費・地域支援事業支援納付金（以下「納付金」という。）を徴収する。 

２ 医療保険者は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは

掛金又は国民健康保険税を徴収し、納付金を納付する義務を負う。 
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   （納付金の額） 

第 151 条 前条第１項の規定により各医療保険者から徴収する納付金の額は、当該年度の概算納付金の

額とする。ただし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超えるときは、当該年

度の概算納付金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額と

するものとし、前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たないときは、当該年度

の概算納付金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額と

する。 

２ 前項ただし書の調整金額は、前々年度におけるすべての医療保険者に係る概算納付金の額と確定納

付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより

各医療保険者ごとに算定される額とする。 

 

  （概算納付金） 

第 152 条 前条第１項の概算納付金の額は、当該年度におけるすべての市町村の医療保険納付対象額及

び介護予防事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当

該年度におけるすべての医療保険者に係る第２号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労

働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該医療保険者に係る第２号被保険者の見込

数を乗じて得た額とする。 

 

  （確定納付金） 

第 153 条 第 151 条第１項ただし書の確定納付金の額は、前々年度におけるすべての市町村の医療保険

納付対象額及び介護予防事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定し

た前々年度におけるすべての医療保険者に係る第２号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省

令で定めるところにより算定した前々年度における当該医療保険者に係る第２被保険者の数を乗じて

得た額とする。 

 

（支払基金の業務） 

第 160 条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第 15 条に規定する業務のほか、第１条に規定する

目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

一 医療保険者から納付金を徴収すること。 

二 市町村に対し第 125 条第１項の介護給付費交付金を交付すること。 

三 市町村に対し第 126 条第１項の地域支援事業支援交付金を交付すること。 

四 前３号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

２ 前項に規定する業務は、介護保険関係業務という。 

 

附 則（平成９年法律第 123 号） 

   （検討） 

第２条 介護保険制度については、要介護者等に係る保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体

制の状況、保険給付に要する費用の状況、国民負担の推移、社会経済の情勢等を勘案し、並びに障害
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者の福祉に係る施策、医療保険制度等との整合性及び市町村が行う介護保険事業の円滑な実施に配意

し、被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲、保険給付の内容及び水準並びに保険料及び納付金

（その納付に充てるため医療保険各法の規定により徴収する保険料（地方税法の規定により徴収する

国民健康保険税を含む。）又は掛金を含む。）の負担の在り方を含め、この法律の施行後５年を目途と

してその全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべき

ものとする。 

 

○ 介護保険法施行令（平成 10 年政令第 412 号）＜抜粋＞ 

 

（保険料率の算定に関する基準） 

第 38 条 各年度における保険料率に係る法第 129 条第２項に規定する政令で定める基準は、基準額に当

該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各

号に定める標準割合（市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があ

ると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町

村が次の各号の区分ごとの第１号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合）を乗じて得た額で

あることとする。 

一～六 （略） 

２～７ （略） 

 

（法第 131 条に規定する政令で定める年金給付等） 

第 40 条 法第 131 条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。 

一 国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び同法附則第９条の３第１項に

よる老齢年金 

二 昭和 60 年国民年金等改正法第１条の規定による改正前の国民年金法（第 42 条において「旧国民

年金法」という。）による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金 

三 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）による障害厚生年金及び遺族厚生年金 

四 昭和 60 年国民年金等改正法第３条の規定による改正前の厚生年金保険法（第 42 条において「旧

厚生年金保険法」という。）による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、

寡婦年金及び通算遺族年金 

五 国家公務員共済組合法による障害共済年金及び遺族共済年金 

六 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和 60 年法律第 105 号。以下この号において

「昭和 60 年国共済法等改正法」という。）第１条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法（第

42 条において「旧国共済法」という。）並びに昭和 60 年国共済法等改正法第２条の規定による改正

前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法（昭和 33年法律第 129 号）による退職年金、

減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金 

七 地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び遺族共済年金 

八 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和 60 年法律第 108 号。以下この号において

「昭和 60 年地共済法等改正法」という。）第１条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法（第
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42 条において「旧地共済法」という。）並びに昭和 60 年地共済法等改正法第２条の規定による改正

前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法（昭和 37 年法律第 153 号）による退職年

金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金 

九 私立学校教職員共済法による障害共済年金及び遺族共済年金 

十 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律（昭和 60年法律第 106 号）第一条の規定によ

る改正前の私立学校教職員共済組合法（第 42 条において「旧私学共済法」という。）による退職年

金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金 

２ 法第 131 条に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。 

一 船員保険法による障害年金及び遺族年金 

二 昭和 60 年国民年金等改正法第５条の規定による改正前の船員保険法（第 42 条において「旧船員

保険法」という。）による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金 

三 移行農林共済年金（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農

林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成 13 年法律第 101 号。次号において「平成 13

年厚生農林統合法」という。）附則第 16 条第４項に規定する移行農林共済年金をいう。）のうち障害

共済年金及び遺族共済年金 

四 移行農林年金（平成 13 年厚生農林統合法附則第 16 条第６項に規定する移行農林年金をいう。）の

うち退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金 

 

  （特別徴収の対象となる年金額） 

第 41 条 法第 134 条第１項第１号及び第２項から第６項までに規定する政令で定める額は、18 万円とす

る。 

 

○ 介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）＜抜粋＞ 

 

（要介護認定等の要介護認定有効期間）  

第 38 条 法第 28 条第１項の厚生労働省令で定める期間（以下「要介護認定有効期間」という。）は、第

１号に掲げる期間と第２号に掲げる期間を合算して得た期間とする。  

一 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間  

二 ６月間（市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、３月間から５月

間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間）  

２ 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第

２号の期間を要介護認定有効期間とする。  

 

第 41 条 （略） 

２ 第 38 条の規定は、法第 28 条第 10 項において同条第１項の規定を準用する場合について準用する。

この場合において、第 38 条第１項第２号中「６月間」とあるのは「12 月間」と、「５月間」とあるの

は「24 月間」と、「期間」とあるのは「期間（12月間を除く。）」と読み替えるものとする。 
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（要支援認定の要支援認定有効期間）  

第 52 条 法第 33 条第１項の厚生労働省令で定める期間（以下「要支援認定有効期間」という。）は、第

１号に掲げる期間と第２号に掲げる期間を合算して得た期間とする。  

一 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間  

二 ６月間（市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、３月間から５月

間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間）  

２ 要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第

２号の期間を要支援認定有効期間とする。 

 

第 55 条 （略） 

２ 第 52 条の規定は、法第 33 条第６項において同条第１項の規定を準用する場合について準用する。

この場合において、第 52 条第１項第２号中「６月間」とあるのは「12 月間」と、「５月間」とあるの

は「11 月間」と読み替えるものとする。  

 

 

図表６ 会計検査に関する規定 

○ 会計検査院法（昭和22年法律第73号）＜抜粋＞ 

 

第 30 条の２  会計検査院は、第 34 条又は第 36 条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項そ

の他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。  

 

第 34 条  会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項

がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処

置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。  

 

第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるとき

は、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。 

 

(注) 下線は当省が付した。 
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